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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第105期中間期、第107期中間期及び第105期の潜在株式調整後の１株当たり中間（当期）純利益金額につい

ては、各会計期間共に中間（当期）純損失が計上されたため記載しておりません。 

３ 第106期中間期は、シェリング・プラウ社（※）から契約一時金収入（86億92百万円）等があったため売上

高及び各利益は大幅に増加しております。そのため、関連する各経営指標については、大幅に変動しており

ます。 

（※）本書におけるシェリング・プラウ社（米国）は契約会社２社（シェリング社（米国）、シェリング・プラ

ウ・リミテッド（スイス））の親会社であり、実質的な当事者であります。 

回次 第105期中 第106期中 第107期中 第105期 第106期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 8,296 16,599 7,702 16,830 24,746 

経常利益又は経常損失（△） 

（百万円） 
△3,091 5,299 △3,358 △5,481 1,468 

中間（当期）純利益又は 

中間（当期）純損失（△） 

（百万円） 

△5,170 4,638 △3,716 △4,899 662 

純資産額（百万円） 32,446 35,528 28,862 31,030 31,897 

総資産額（百万円） 76,558 76,506 61,828 73,969 64,763 

１株当たり純資産額（円） 164.99 180.74 146.92 157.83 162.33 

１株当たり中間（当期）純利益 

又は１株当たり中間（当期） 

純損失（△）（円） 

△26.29 23.59 △18.91 △24.91 3.37 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
－ 21.82 － － 3.32 

自己資本比率（％） 42.4 46.4 46.7 42.0 49.3 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
2,577 6,515 △3,131 4,973 4,561 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△4,915 △2,160 △794 △5,611 1,231 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△5,514 △817 830 △8,501 △8,893 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
18,226 20,595 10,649 16,937 13,662 

従業員数（名） 927 957 1,017 911 958 



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 第106期中間期は、シェリング・プラウ社から契約一時金収入（86億92百万円）等があったため売上高及び

各利益は大幅に増加しております。そのため、関連する各経営指標については、大幅に変動しております。

回次 第105期中 第106期中 第107期中 第105期 第106期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（百万円） 7,060 15,674 6,612 14,375 22,794 

経常利益又は経常損失（△） 

（百万円） 
△2,733 5,225 △3,222 △5,247 1,199 

中間（当期）純利益又は 

中間（当期）純損失（△） 

（百万円） 

△4,886 4,574 △3,574 △4,772 404 

資本金（百万円） 22,397 22,397 22,400 22,397 22,400 

発行済株式総数（株） 197,147,537 197,149,691 197,160,461 197,147,537 197,160,461 

純資産額（百万円） 32,814 35,670 28,952 31,241 31,845 

総資産額（百万円） 75,551 75,883 61,228 73,258 64,203 

１株当たり中間（年間）配当額 

（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 43.4 47.0 47.3 42.6 49.6 

従業員数(名) 690 723 725 685 711 



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、連結会社から連結会社外への出向者を除く就業人員であります。 

２ 平成17年４月１日付で持分法適用関連会社である大正富山医薬品㈱へ当社従業員（438名）が転籍しており

ます。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員であります。 

２ 平成17年４月１日付で持分法適用関連会社である大正富山医薬品㈱へ当社従業員（438名）が転籍しており

ます。 

(3) 労働組合の状況 

 特記すべき事項はありません。 

  平成17年９月30日現在

事業部門の名称 従業員数（名） 

医薬品事業  722 

その他事業  182 

全社（共通）  113 

合計  1,017 

  平成17年９月30日現在

従業員数（名） 725 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

国内医薬品業界は、社会保障関係費の安定化を背景として、薬価算定ルールの見直し及び後発医薬品の使用促進等

による薬剤費の抑制策を含む医療保険制度の改革が進められる一方、外資系製薬企業の営業部門強化及び国内製薬企

業の大型再編が進められ、競争は従来に増して激化しております。 

このような状況の中、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は77億２百万円（前中間連結会計期間比

46.4％）、うち医薬品事業の売上高は70億60百万円（前中間連結会計期間比44.7％）となりました。 

本年４月よりの薬事法の改正、個人情報保護法の施行、内資系製薬企業の合併会社の発足等、激動する環境下にあ

る中で、当社製品の販売会社である大正富山医薬品株式会社への医療用医薬品の売上高は59億82百万円（前中間連結

会計期間比97.8％）となりました。 

大正富山医薬品株式会社は、平成15年４月に当社と大正製薬株式会社との医療用医薬品営業部門の統合を図り活動

を開始してから２年半が経過しました。本年４月１日には両社から出向していたＭＲ（医薬情報担当者）を含む営業

及びマーケティング部門の社員の転籍を実施し、販売体制の確立を図りました。また、前連結会計年度の後半より

「最重点品目」、「重点得意先」及び「重点医師」を明確にした「重点化と集中化」を方針として活動してまいりま

した。その結果、経口用ニューキノロン系抗菌製剤「オゼックス」、ループ利尿剤「ルプラック」、注射用ニューキ

ノロン系抗菌製剤「パシル」及び注射用ペニシリン系抗生物質製剤「ペントシリン」はいずれも伸張しましたが、経

口用セフェム系抗生物質製剤「トミロン」は競争激化の影響を受け売上が減少しました。 

一方、提携企業先への原薬・製剤供給等による売上高は、10億70百万円（前中間連結会計期間比113.5％）となり

ました。 

また、技術料収入については、当初計画時より当連結会計年度後半に一時金収入が予定されておりますが、当中間

連結会計期間では７百万円（前中間連結会計期間87億46百万円）と僅かなロイヤリティ収入となりました。 

その他事業の売上高は、６億42百万円（前中間連結会計期間比80.8％）となりました。 

利益面につきましては、研究開発費を除いた販売費及び一般管理費の削減を引き続き行ったものの、医薬品事業で

の売上高実績が未達成であったことに加え、製品原価の高い製品へ売上構成がシフトしたことなどから33億58百万円

の経常損失となりました。また、当中間連結会計期間より適用される減損会計に対応し、減損損失３億58百万円を特

別損失として処理したこと等から、37億16百万円の中間純損失となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は税金等調整前中間純損失であったこと等により31億31百万円の支出（前

中間連結会計期間65億15百万円の収入）となり、「投資活動によるキャッシュ・フロー」についても有価証券の売却

等による収入があったものの、新たな有価証券の取得や定期預金の預け入れ等により７億94百万円の支出（前中間連

結会計期間21億60百万円の支出）となりました。 

一方、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は短期借入金の返済等があったものの、長期借入金の実行等があり

８億30百万円の収入（前中間連結会計期間８億17百万円の支出）となりました。 

以上のことから、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べて30億13百万円減

少して106億49百万円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は、期中平均販売価格により算出しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 商品仕入実績 

 当中間連結会計期間における商品仕入実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は、実際仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 受注実績 

 当中間連結会計期間における受注実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 当社及び一部の連結子会社は受注生産を行っておりません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4) 販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門の名称 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業 6,299 120.3 

その他事業 20 85.3 

合計 6,320 120.1 

事業部門の名称 商品仕入高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業 346 117.2 

その他事業 46 87.2 

合計 393 112.6 

事業部門の名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業 － － － － 

その他事業 328 72.2 281 78.1 

合計 328 72.2 281 78.1 

事業部門の名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業 7,060 44.7 

その他事業 642 80.8 

合計 7,702 46.4 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％） 

大正富山医薬品㈱ 6,114 36.8 5,982 77.7 

シェリング・プラウ社 8,692 52.4 － － 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更又は新たに生じた課

題はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は当社及びその他の関係会社の大正製薬株式会社において行っております。 

当社の研究開発活動は医療用医薬品を重点に先端技術を駆使してすすめており、当中間連結会計期間の状況は次の

とおりであります。 

 国内での申請中の医薬品としては「Ｔ－614（抗リウマチ剤－経口剤）」及び「ＴＮ－3262ａ（ニューキノロン系

合成抗菌剤－点眼剤）」があります。また、臨床試験中の主な医薬品として「Ｔ－3811（ニュータイプのキノロン系

合成抗菌剤－経口剤、注射剤）」、「ＹＰ－18（β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤－注射剤）」及び「Ｔ－

588（アルツハイマー型認知症・脳血管障害後遺症治療剤－経口剤）」などがあります。また、海外では「Ｔ－3811

（ニュータイプのキノロン系合成抗菌剤－経口剤、注射剤）」が申請準備中（導出先のシェリング・プラウ社によ

り）であり、「Ｔ－817ＭＡ（アルツハイマー型認知症治療剤－経口剤）」は臨床試験中であります。 

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、30億６百万円であります。 

なお、大正製薬株式会社との業務提携に伴い、創薬・開発研究面の協働、研究開発要員の相互活用、化合物ライブ

ラリー・治験施設等のプラットホームの相互利用など、協力体制を構築することにより研究開発活動の更なる強化を

図っております。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間おいて、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 (1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中でありました重要な設備の新設等について、重要な

変更は次のとおりであります。 

提出会社が計画しておりました新第三研究所（バリアシステム研究棟）は、名称を安全性研究棟建設及び既

存研究棟改修工事として、平成17年11月に着工いたしました。 

総工費1,740百万円、完工予定は平成19年３月であります。 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 (2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注）１ 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款で定めております。 

２ 平成17年６月24日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日

より432,000,000株増加し、780,000,000株となっております。 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成17年６月24日定時株主総会決議 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ ただし、当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整

し、調整により１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。なお、かかる調整は新株予約権のう

ち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。 

又，上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が資本の減少、合併、又は会社分割を行う場合、その他これ

らの場合に準じ、株式の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うもの

とする。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 780,000,000 

計 780,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月16日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 197,160,461 197,160,461 東京（市場第一部） － 

計 197,160,461 197,160,461 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 114 （注）１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 114,000 （注）２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）３ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月25日 

至 平成47年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円／株） 

発行価格 

資本組入額 

1 

1 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。 
同左 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割又は併合の比率 



３ 各新株予約権の払込金額（以下「行使価額」という）は、各新株予約権の行使により発行、又は移転する株

式の数に１円を乗じた金額とする。 

なお、新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

又、時価を下回る価額で新株を発行、又は自己株式の処分（新株予約権の行使の場合及び「商法等の一部を

改正する法律」（平成13年法律第128号）による改正前の商法に定める新株引受権証券並びに同法第280条ノ

19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、又、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。 

上記のほか、新株予約権発行日後に当社が資本の減少、合併、又は会社分割を行う場合、その他これらの場

合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うもの

とする。 

４ ①１個の新株予約権の一部を行使することはできない。 

②当社取締役及び執行役（以下それぞれ「対象者」という）は、新株予約権割当時に就任していた当社の取

締役及び執行役のいずれも任期満了により退任した場合、その他これに準ずる事由が生じた場合に限り、

新株予約権を行使することができる。ただし、これらの場合、対象者は、対象者が上記の当社の取締役及

び執行役のいずれも任期満了により退任した日、又は、その他これに準ずる事由の生じた日の翌日（以下

「権利行使開始日」という）から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権

を行使できる。 

③対象者は、新株予約権を質入、その他一切の処分をすることができない。 

④対象者が死亡した場合、対象者の相続人は、対象者が死亡により当社の取締役及び執行役のいずれの地位

も喪失した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 

⑤この他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づいて委任を受けた執行役の決定に基づ

き、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年４月１日～

平成17年９月30日 
－ 197,160,461 － 22,400 － 21,533 



(4) 【大株主の状況】 

(5) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が45,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数45個が含まれております。 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大正製薬株式会社 東京都豊島区高田三丁目24番１号 43,000 21.80 

株式会社北陸銀行 富山市堤町通り一丁目２番26号 7,487 3.79 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 6,854 3.47 

資金管理サービス信託銀行株

式会社（年金信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番12号 5,101 2.58 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 5,000 2.53 

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 4,699 2.38 

兼松株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番１号 3,709 1.88 

ゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナル 
東京都港区六本木六丁目10番１号 3,677 1.86 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 3,487 1.76 

中野興産株式会社 東京都渋谷区本町一丁目20番２号 3,377 1.71 

計 － 86,392 43.81 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 716,000 － － 

完全議決権株式（その他） （注） 普通株式 193,429,000 193,429 － 

単元未満株式 普通株式 3,015,461 － － 

発行済株式総数 197,160,461 － － 

総株主の議決権 － 193,429 － 



②【自己株式等】 

  （注） 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株（議決権の数

２個）あります。 

なお、当該株式は、前記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めています。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

富山化学工業株式会社 

（自己株式） 

東京都新宿区西新宿 

三丁目２番５号 
716,000 － 716,000 0.36 

計 － 716,000 － 716,000 0.36 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 425 399 382 427 460 499 

最低（円） 371 365 366 369 370 436 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で）及び前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸

表及び中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

科目 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   11,413   5,049   7,663  

２．受取手形及び売掛金   3,565   2,958   2,923  

３．有価証券   17,263   8,356   9,557  

４．たな卸資産   9,870   7,997   8,242  

５．その他   1,787   2,102   2,291  

貸倒引当金   △6   △8   △8  

流動資産合計   43,893 57.4  26,455 42.8  30,671 47.4

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
２          

(1) 建物  7,634   7,113   7,467   

(2) 機械及び装置  1,085   1,333   1,260   

(3) 土地  12,794   12,644   12,727   

(4) その他  1,094 22,609  1,172 22,264  1,138 22,593  

２．無形固定資産   727   490   602  

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  5,102   7,055   6,134   

(2) 繰延税金資産  1,086   87   565   

(3) その他  3,238   5,591   4,300   

貸倒引当金  △167 9,259  △116 12,618  △103 10,895  

固定資産合計   32,596 42.6  35,373 57.2  34,092 52.6

Ⅲ 繰延資産   17 0.0  － － － －

資産合計   76,506 100.0  61,828 100.0  64,763 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛金   2,789   2,799   3,238  

２．短期借入金 ※２  4,463   72   4,300  

３．一年以内償還予定
の転換社債   7,941   －   －  

４．未払法人税等   97   65   141  

５．賞与引当金   241   251   233  

６．返品調整引当金   3   4   6  

７．その他   937   1,151   1,204  

流動負債合計   16,474 21.6  4,344 7.0  9,125 14.1

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

科目 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債           

１．社債   50   50   50  

２．長期借入金 ※２  9,415   14,553   9,473  

３．再評価に係る繰延
税金負債   2,468   2,427   2,450  

４．退職給付引当金   11,876   7,922   7,797  

５．役員退職慰労引当
金   647   5   648  

６．長期未払金   －   3,505   3,121  

７．その他   46   156   200  

固定負債合計   24,504 32.0  28,621 46.3  23,741 36.6

負債合計   40,978 53.6  32,966 53.3  32,866 50.7

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   22,397 29.2  22,400 36.2  22,400 34.6

Ⅱ 資本剰余金   21,531 28.1  21,533 34.8  21,533 33.3

Ⅲ 利益剰余金   △7,360 △9.6  △14,998 △24.3  △11,310 △17.5

Ⅳ 土地再評価差額金   △1,565 △2.0  △1,621 △2.6  △1,592 △2.5

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   760 1.0  1,837 3.0  1,134 1.8

Ⅵ 自己株式   △235 △0.3  △289 △0.4  △268 △0.4

資本合計   35,528 46.4  28,862 46.7  31,897 49.3

負債及び資本合
計   76,506 100.0  61,828 100.0  64,763 100.0

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

科目 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   16,599 100.0  7,702 100.0  24,746 100.0

Ⅱ 売上原価   6,305 38.0  6,026 78.2  12,752 51.5

売上総利益   10,293 62.0  1,676 21.8  11,994 48.5

返品調整引当金繰入額   － －  － －  2 0.0

返品調整引当金戻入額   0 0.0  1 0.0  － －

差引売上総利益   10,294 62.0  1,677 21.8  11,991 48.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  4,867 29.3  4,614 59.9  9,394 38.0

営業利益又は損失
（△）   5,426 32.7  △2,937 △38.1  2,597 10.5

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  26   38   83   

２．受取配当金  17   18   67   

３．受取家賃  22   22   －   

４．為替差益  135   84   －   

５．持分法による投資利益  67   －   267   

６．その他  82 353 2.1 30 194 2.5 158 576 2.3

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  223   229   429   

２．たな卸資産評価損  121   76   855   

３．持分法による投資損失  －   130   －   

４．その他  136 480 2.9 179 615 8.0 419 1,705 6.9

経常利益又は損失
（△）   5,299 31.9  △3,358 △43.6  1,468 5.9

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  1   －   －   

２．過去勤務債務処理額  －   －   804   

３．転籍者に係る退職給付
引当金取崩益  －   －   121   

４．固定資産売却益 ※２ － 1 0.0 － － － 14 940 3.8

Ⅶ 特別損失           

１．減損損失 ※５ －   358   －   

２．固定資産評価損 ※３ 59   －   －   

３．厚生年金基金脱退時特
別掛金  －   －   978   

４．転籍に伴う割増退職金  －   －   117   

５．固定資産売却損 ※４ － 59 0.4 － 358 4.7 77 1,173 4.7

税金等調整前中間（当
期）純利益又は中間純
損失（△） 

  5,241 31.5  △3,716 △48.3  1,235 5.0

法人税、住民税及び 
事業税  18   5   24   

法人税等調整額  585 603 3.6 △6 △0 △0.1 548 573 2.3

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）   4,638 27.9  △3,716 △48.2  662 2.7

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

科目 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   21,530  21,533  21,530

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１．社債の転換  0 0 － － 2 2 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  21,531  21,533  21,533 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △11,997  △11,310  △11,997

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  4,638  －  662  

２．土地再評価差額金取
崩額 

 － 4,638 29 29 26 689 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．中間純損失  －  3,716  －  

２．自己株式処分差損  0 0 0 3,716 2 2 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  △7,360  △14,998  △11,310 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

科目 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー     

税金等調整前中間（当
期）純利益又は中間純損
失（△） 

 5,241 △3,716 1,235 

減価償却費  713 556 1,283 

減損損失  － 358 － 

長期前払費用償却額  9 8 17 

繰延資産償却額  17 － 34 

貸倒引当金の増減額 

（減少：△） 
 △1 12 4 

賞与引当金の増減額 
（減少：△）  7 18 △0 

退職給付引当金の増減額
（減少：△）  △24 124 △4,104 

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）  △49 △7 △48 

受取利息及び受取配当金  △44 △56 △150 

支払利息  223 229 429 

為替差益  △120 △82 － 

持分法による投資損益
（利益：△）  △67 130 △267 

厚生年金基金脱退時特別
掛金  － － 978 

売上債権の増減額 

（増加：△） 
 464 △35 1,106 

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  615 245 2,243 

仕入債務の増減額 
（減少：△）  △370 △201 △270 

預り金の増減額 
（減少：△）  △737 － △702 

その他  807 △613 4,010 

小計  6,684 △3,028 5,797 

利息及び配当金の受取額  40 56 150 

利息の支払額  △211 △142 △408 

厚生年金基金脱退時特別

掛金の支払額 
 － － △978 

法人税等の支払額  △13 △16 △15 

法人税等の還付額  15 － 15 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  6,515 △3,131 4,561 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

科目 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・

フロー 
    

有価証券の取得による支出 △6,995 △4,093 △9,893 

有価証券の売却による収入 4,496 4,294 11,891 

有形固定資産の取得による

支出 
 △274 △535 △385 

有形固定資産の売却による

収入 
 873 23 946 

投資有価証券の取得による

支出 
 △12 △200 △414 

投資有価証券の売却による

収入 
 208 300 408 

定期預金の預入による支出 △1,220 △1,660 △2,680 

定期預金の引出による収入 948 1,160 1,632 

少数株主からの子会社株

式取得による支出 
 △33 － △33 

その他  △151 △83 △238 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △2,160 △794 1,231 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
    

短期借入れによる収入  539 － 721 

短期借入金の返済による

支出 
 △1,035 △4,100 △1,307 

長期借入れによる収入  － 5,080 156 

長期借入金の返済による

支出 
 △221 △128 △392 

転換社債の償還による支

出 
 － － △7,936 

少数株主への配当金の支

払額 
 △94 － △94 

自己株式の取得による支出 △35 △31 △87 

自己株式の売却による収入 29 10 46 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △817 830 △8,893 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
 120 82 △175 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額

（減少：△） 
 3,657 △3,013 △3,275 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 16,937 13,662 16,937 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高 
 20,595 10,649 13,662 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社は、富山工営㈱、

㈱トミックス、北陸メディカ

ルサービス㈱、太陽産業㈱及

び㈱ホワイトピーアールの５

社であります。 

(イ)   同左 (イ)   同左 

 (ロ)非連結子会社は、TOYAMA  

USA INC．及びTOYAMA  

EUROPE LTD．の２社でありま

す。 

上記の２社はいずれも小規模

会社であり、総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも

中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため除外

しております。 

(ロ)   同左 (ロ)非連結子会社は、TOYAMA  

USA INC．及びTOYAMA  

EUROPE LTD．の２社でありま

す。 

上記の２社はいずれも小規模

会社であり、総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため除外して

おります。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(イ)持分法適用の関連会社は、大

正富山医薬品㈱の１社であり

ます。 

(イ)   同左 (イ)   同左 

 (ロ)持分法を適用していない非連

結子会社２社（TOYAMA USA  

INC. 及びTOYAMA EUROPE  

LTD.）及び関連会社１社（ヤ

ンロン㈱）は、中間連結純損

益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象か

ら除いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性が

ないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

なお、ヤンロン㈱は当中間連

結会計期間において解散を決

議し、平成16年９月24日をも

ちまして清算結了しておりま

す。 

(ロ)持分法を適用していない非連

結子会社２社（TOYAMA USA  

INC. 及びTOYAMA EUROPE  

LTD.）は、中間連結純損益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から

除いても中間連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から

除外しております。 

(ロ)持分法を適用していない非連

結子会社２社（TOYAMA USA  

INC. 及びTOYAMA EUROPE  

LTD.）は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。 

なお、持分法を適用していな

い関連会社でありましたヤン

ロン㈱は、当連結会計年度に

おいて解散を決議し、平成16

年９月24日をもちまして清算

結了しております。 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社の中間決算日は７月31

日であります。 

中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同日現在の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に

重要な取引が生じた場合には、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

同左 連結子会社の決算日は１月31日で

あります。 

連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に重要な取

引が生じた場合には、連結上必要

な調整を行っております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

   

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(イ)有価証券 (イ)有価証券 (イ)有価証券 

満期保有目的の債券 

…定額法による償却原価法 

満期保有目的の債券 

…同左 

満期保有目的の債券 

…同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

…中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

主として移動平均法によ

り算出しております） 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定すること

が出来ない複合金融商品

は、全体を時価評価し、

評価差額を当中間連結会

計期間の損益に計上して

おります。 

時価のあるもの 

…中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

主として移動平均法によ

り算出しております） 

時価のあるもの 

…決算末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は主と

して移動平均法により算

出しております） 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定すること

が出来ない複合金融商品

は、全体を時価評価し、

評価差額を当連結会計年

度の損益に計上しており

ます。 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

…同左 

時価のないもの 

…同左 

 (ロ)デリバティブ 

…時価法（ただし、特例処理

の要件を満たしている場合

には、ヘッジ手段について

時価評価をしておりませ

ん） 

(ロ)デリバティブ 

…同左 

(ロ)デリバティブ 

…同左 

 (ハ)たな卸資産 

主として総平均法による原価

法 

(ハ)たな卸資産 

同左 

(ハ)たな卸資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

…定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（附属設

備を除く）については定額

法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物     ３～50年 

機械及び装置 ２～15年 

(イ)有形固定資産 

…同左 

(イ)有形固定資産 

…定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（附属設

備を除く）については、定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 ３～60年 

機械装置及び運搬具 

２～15年 

 (ロ)無形固定資産 

…定額法 

ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、社

内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法

によっております。 

(ロ)無形固定資産 

…同左 

(ロ)無形固定資産 

…同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えて、一

般債権については貸倒実績率

等により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 (ロ)賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えて、

支給見込額に基づき計上して

おります。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

(ロ)賞与引当金 

同左 

 (ハ)返品調整引当金 

中間連結会計期間末日後の返

品損失に備えて、当中間連結

会計期間末売掛債権額（債権

譲渡額含む）に対し、直近18

ヶ月における返品率及び当中

間連結会計期間の売買利益率

を乗じた金額を計上しており

ます。 

(ハ)返品調整引当金 

同左 

(ハ)返品調整引当金 

連結会計年度末日後の返品損

失に備えて、当連結会計年度

末売掛債権額（債権譲渡額含

む）に対し、直近２連結会計

年度における返品率及び当連

結会計年度の売買利益率を乗

じた金額を計上しておりま

す。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ニ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（12年）に

よる定額法により、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

(ニ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（11年）に

よる定額法により、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

（追加情報） 

従来、当社は数理計算上の差

異の処理年数は12年としてお

りましたが、従業員の平均残

存勤務期間が短縮されたため

当中間連結会計期間より11年

に変更しております。なお、

この変更に伴う売上総利益以

下の各損益に与える影響は軽

微であります。 

(ニ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基

づき計上しております。な

お、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(12年)による定額

法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理し

ております。 

また、過去勤務債務は、その

発生した期に一括して処理し

ております。 

（追加情報） 

①当社は販売会社である大正

富山医薬品㈱への出向者のう

ち、営業部門員（438名）を平

成17年４月１日付で同社に転

籍いたしました。この転籍は

「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）の「大

量退職」に該当し、退職給付

制度の一部終了に準じて処理

を行っております。なお、転

籍者に係る退職給付引当金取

崩益 121百万円は特別利益に

計上しております。 

②従来、数理計算上の差異の

処理年数は12年としておりま

したが、従業員の平均残存勤

務期間が短縮されたため11年

に変更しております。なお、

この変更は翌連結会計年度以

降の数理計算上の差異の費用

処理から適用することとして

おります。 

③当社は平成17年５月１日付

で従来の退職一時金制度及び

厚生年金基金制度から、将来

勤務分より退職一時金制度の

一部を確定拠出年金制度へ移

行しております。本移行に伴

う処理については、「退職給

付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用してお

り、これに伴い発生した過去

勤務債務処理額804百万円は特

別利益に計上しております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ホ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支出に備え

て、当社は役員退職慰労金規

定に基づく必要額を計上する

こととしておりますが、報酬

委員会の決議により当中間連

結会計期間は算定期間に含め

ず計上しておりません。 

子会社・関連会社は内規に基

づく必要額を計上することと

しております。 

(ホ)役員退職慰労引当金 

当社は平成17年６月24日開催

の定時株主総会において、役

員報酬制度の見直しを行い、

役員退職慰労金制度を廃止

し、これに代わる措置として

株式報酬型ストック・オプシ

ョン制度を導入しました。こ

れに伴い、過年度の役員退職

慰労引当金は、報酬委員会の

決議により確定した金額を、

固定負債の「長期未払金」に

含めて表示しております。 

なお、連結子会社について

は、役員の退職慰労金支出に

備えて、内規に基づく必要額

を計上することとしておりま

す。 

(ホ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支出に備え

て、当社は役員退職慰労金規

定に基づく必要額を計上する

こととしておりますが、報酬

委員会の決議により当連結会

計年度分は算定期間に含めず

計上しておりません。 

子会社・関連会社は内規に基

づく必要額を計上することと

しております。 

(4) 重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連結

会計期間末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は当中

間連結会計期間の損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、連結会計

年度末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は当連結会

計年度の損益として処理しており

ます。 

(5) 重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 

為替予約取引については振当

処理を採用しております。 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理を採用

しております。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

……繰延ヘッジ処理 

なお、振当処理の要件を満た

している為替予約取引につい

ては振当処理を採用しており

ます。 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理を採用

しております。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

……同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ・ヘッジ手段 

……金利スワップ取引及び為

替予約取引 

・ヘッジ手段 

……同左 

・ヘッジ手段 

……同左 

 ・ヘッジ対象 

……キャッシュ・フローが固

定され、その変動が回避

されるもの（変動金利の

借入金）及び相場変動等

による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に

反映されていないもの 

・ヘッジ対象 

……同左 

・ヘッジ対象 

……同左 

 (ハ)ヘッジ方針 

内部規定である「ヘッジ実施

管理規定」に基づき、ヘッジ

対象に係る金利変動リスク及

び為替相場変動リスクをヘッ

ジしております。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

 (ニ)ヘッジ有効性の評価方法 

内部規定である「ヘッジ実施

管理規定」に基づき、ヘッジ

有効性の評価を行っておりま

す。 

(ニ)ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

(ニ)ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

 ・為替予約取引 

ヘッジ対象とヘッジ手段の通

貨の種類、期日、金額等の重

要な条件が同一であり、高い

相関関係があると考えられる

ため、有効性の判定を省略し

ております。 

・為替予約取引 

同左 

・為替予約取引 

同左 

 ・金利スワップ取引 

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

・金利スワップ取引 

同左 

・金利スワップ取引 

同左 

(7) その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項 

(イ)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

(ロ)繰延資産の処理方法 (ロ)   ────── (ロ)繰延資産の処理方法 

・新株発行費 

……商法施行規則の規定に基

づき３年間で均等償却 

 ・新株発行費 

……商法施行規則の規定に基

づき３年間で均等償却 

 ・社債発行費 

……商法施行規則の規定に基

づき３年間で均等償却 

 ・社債発行費 

……商法施行規則の規定に基

づき３年間で均等償却 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期

的な投資を対象としております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

固定資産の減損に係る会計

基準 

───── 当中間連結会計期間より、固定

資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより

税金等調整前中間純損失は358百

万円増加しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 

───── 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間連結損益計算書）  

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「投

資有価証券売却益」（当中間連結会計期間は５百万

円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「その他」に含めて表示することに

しました。 

────── 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減

額」は前中間連結会計期間において「その他」に含め

て表示しておりましたが、当中間連結会計期間で重要

性が増したため区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間における「預り金の増減

額」の金額は△68百万円であります。 

前中間連結会計期間まで「有形固定資産除却損」「投

資有価証券評価損」「ゴルフ会員権等評価損」「立替

金の減少額」「未収入金の減少額」「未収消費税等の

減少額」「未払金の減少額」「未払消費税等の増加

額」と表示しておりました項目については、金額に重

要性がなく、かつ、表示の明瞭性を高める観点から、

当中間連結会計期間より営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間における「有形固定資産除

却損」の金額は４百万円、「投資有価証券評価損」の

金額は41百万円、「ゴルフ会員権等評価損」の金額は

０百万円、「立替金の減少額」の金額は７百万円、

「未収入金の減少額」の金額は259百万円、「未収消費

税等の減少額」の金額は459百万円、「未払金の減少

額」の金額は△128百万円、「未払消費税等の増加額」

の金額は33百万円であります。 

前中間連結会計期間まで「無形固定資産の取得による

支出」「貸付金の回収による収入」と表示しておりま

した項目については、金額に重要性がなく、かつ、表

示の明瞭性を高める観点から、当中間連結会計期間よ

り投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間における「無形固定資産の

取得による支出」の金額は△９百万円、「貸付金の回

収による収入」の金額は８百万円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間まで「預り金の増減額」と表示し

ておりました項目については、金額に重要性がなくな

ったため、当中間連結会計期間より営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており

ます。 

なお、当中間連結会計期間における「預り金の増減

額」の金額は△52百万円であります。 



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── ──────   （外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する連結会計年

度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13

日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が121百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が

それぞれ同額減少しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

39,916百万円 40,326百万円 40,074百万円 

※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 

建物 858百万円 

機械及び装置 89百万円 

土地 5,479百万円 

その他の 

有形固定資産 
14百万円 

計 6,441百万円 

（上記のうち工場財団設定分） 

建物 141百万円 

機械及び装置 88百万円 

土地 1,434百万円 

その他の 

有形固定資産 
13百万円 

計 1,677百万円 

（上記提供資産に対する債務） 

短期借入金 3,406百万円 

長期借入金 8,072百万円 

計 11,478百万円 

建物 803百万円 

機械及び装置 88百万円 

土地 5,479百万円 

その他の 

有形固定資産 
13百万円 

計 6,385百万円 

（上記のうち工場財団設定分） 

建物 131百万円 

機械及び装置 88百万円 

土地 1,434百万円 

その他の 

有形固定資産 
12百万円 

計 1,665百万円 

（上記提供資産に対する債務） 

短期借入金 72百万円 

長期借入金 8,000百万円 

計 8,072百万円 

建物 829百万円 

機械及び装置 89百万円 

土地 5,479百万円 

その他の 

有形固定資産 
13百万円 

計 6,411百万円 

（上記のうち工場財団設定分） 

建物 136百万円 

機械及び装置 88百万円 

土地 1,434百万円 

その他の 

有形固定資産 
12百万円 

計 1,671百万円 

（上記提供資産に対する債務） 

短期借入金 3,350百万円 

長期借入金 8,000百万円 

計 11,350百万円 

３ 保証債務 ３      ────── ３      ────── 

㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリ

ングの借入金に対する金融機関の保証に

関して、115百万円の再保証を行ってお

ります。 

  

４      ────── ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行８行とコミットメント

ライン契約（期間３年）を締結してお

ります。これら契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

コミットメント

の総額 
3,800百万円 

借入実行残高    － 

差引額 3,800百万円 

４      ────── 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

販売促進費 6百万円 

役員報酬 155百万円 

給与手当 562百万円 

賞与引当金繰入

額 
46百万円 

福利厚生費 123百万円 

退職給付費用 16百万円 

退職給付引当金

繰入額 
59百万円 

役員退職慰労引

当金繰入額 
1百万円 

旅費交通費 30百万円 

減価償却費 81百万円 

研究開発費 2,959百万円 

役員報酬 145百万円 

給与手当 479百万円 

賞与引当金繰入

額 
42百万円 

福利厚生費 108百万円 

退職給付費用 23百万円 

退職給付引当金

繰入額 
45百万円 

役員退職慰労引

当金繰入額 
1百万円 

旅費交通費 26百万円 

減価償却費 75百万円 

研究開発費 3,006百万円 

販売促進費 11百万円 

役員報酬 307百万円 

給与手当 1,207百万円 

賞与引当金繰入

額 
41百万円 

福利厚生費 240百万円 

退職給付費用 31百万円 

退職給付引当金

繰入額 
124百万円 

役員退職慰労引

当金繰入額 
3百万円 

旅費交通費 68百万円 

減価償却費 159百万円 

研究開発費 5,763百万円 

※２     ────── ※２     ────── ※２ 固定資産売却益の内訳 

建物 0百万円 

土地 14百万円 

その他 0百万円 

※３ 固定資産評価損の内訳 

建物及び土地 59百万円 

※３     ────── ※３     ────── 

※４     ────── ※４     ────── ※４ 固定資産売却損の内訳 

建物 73百万円 

土地 3百万円 

その他 0百万円 

 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※５     ────── ※５ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当

社は以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

当社及び連結子会社は、管理会計

上、継続的に収支の把握を行ってい

る事業部門単位にてグルーピングを

行っており、賃貸資産及び事業の用

に直接供していない遊休資産につい

ては個別物件単位にグルーピングし

ております。 

事業用資産については減損の兆候

はありませんでしたが、上記の資産

グループについては、遊休状態であ

り今後の使用見込みも未確定なた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（358百

万円）として特別損失に計上いたし

ました。 

その内訳は、建物218百万円、機械

及び装置70百万円、土地68百万円、

その他の有形固定資産１百万円であ

ります。 

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、土地及び建物について重要性

のあるものについては不動産鑑定士

による鑑定評価額に基づき評価して

おります。 

場所 用途 種類 

長野県 

小県郡 

保養 

施設 
土地、建物等 

富山県 

富山市他 

研修 

施設他 

土地、建物、

機械装置等 

※５     ────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 11,413百万円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△684百万円 

ＭＭＦ及びＣＰ等 

（有価証券） 
9,866百万円 

現金及び現金同等物 20,595百万円 

現金及び預金勘定 5,049百万円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△60百万円 

ＭＭＦ及びＣＰ等 

（有価証券） 
5,659百万円 

現金及び現金同等物 10,649百万円 

現金及び預金勘定 7,663百万円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△660百万円 

ＭＭＦ及びＣＰ等 

（有価証券） 
6,658百万円 

現金及び現金同等物 13,662百万円 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) 借手側 (1) 借手側 (1) 借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  
機械及び

装置 

(百万円) 
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円) 

 
無形固定

資産 

(百万円)
 

合計 

(百万円) 

取得価額

相当額 
 6,258 749 43 7,051

減価償却

累計額 

相当額 
 2,964 349 25 3,339

中間期末

残高相当

額 
 3,294 399 17 3,711

  
機械及び

装置 

(百万円)
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円)

 
無形固定

資産 

(百万円)
 

合計 

(百万円)

取得価額

相当額 
 6,046 723 23 6,794

減価償却

累計額 

相当額 
 3,567 359 13 3,940

中間期末

残高相当

額 
 2,478 364 10 2,853

  
機械及び

装置 

(百万円) 
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円) 

 
無形固定

資産 

(百万円)
 

合計 

(百万円)

取得価額

相当額 
 6,251 818 30 7,100

減価償却

累計額 

相当額 
 3,322 373 17 3,713

期末残高

相当額 
 2,929 444 13 3,387

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 918百万円 

１年超 2,974百万円 

合計 3,893百万円 

１年以内 848百万円 

１年超 2,249百万円 

合計 3,098百万円 

１年以内 905百万円 

１年超 2,655百万円 

合計 3,561百万円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 498百万円 

減価償却費相当額 426百万円 

支払利息相当額 72百万円 

支払リース料 532百万円 

減価償却費相当額 458百万円 

支払利息相当額 66百万円 

支払リース料 1,033百万円 

減価償却費相当額 889百万円 

支払利息相当額 149百万円 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

……リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零（残価保証の取り決めの

あるものについては当該残価保証

額）とする定額法によっておりま

す。 

・減価償却費相当額の算定方法 

……同左 

・減価償却費相当額の算定方法 

……同左 

・利息相当額の算定方法 

……リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

……同左 

・利息相当額の算定方法 

……同左 

────── （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りませんので、項目等の記載は省略して

おります。 

────── 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(2) 貸手側 (2) 貸手側 (2) 貸手側 

① リース物件の取得価額、減価償却累計

額及び中間期末残高 

① リース物件の取得価額、減価償却累計

額及び中間期末残高 

① リース物件の取得価額、減価償却累計

額及び期末残高 

  
機械及び

装置 

(百万円) 
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円) 

 
合計 

(百万円) 

取得価額  680 454 1,134

減価償却

累計額 
 373 136 510

中間期末

残高 
 306 317 623

  
機械及び

装置 

(百万円)
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円)

 
合計 

(百万円)

取得価額  564 442 1,006

減価償却

累計額 
 359 228 587

中間期末

残高 
 205 214 419

  
機械及び

装置 

(百万円) 
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円)

 
合計 

(百万円)

取得価額  680 458 1,138

減価償却

累計額 
 424 187 611

期末残高  255 270 526

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 209百万円 

１年超 444百万円 

合計 653百万円 

１年以内 184百万円 

１年超 268百万円 

合計 452百万円 

１年以内 201百万円 

１年超 357百万円 

合計 559百万円 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利

息相当額 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利

息相当額 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利

息相当額 

受取リース料 135百万円 

減価償却費 112百万円 

受取利息相当額 33百万円 

受取リース料 132百万円 

減価償却費 110百万円 

受取利息相当額 28百万円 

受取リース料 271百万円 

減価償却費 223百万円 

受取利息相当額 65百万円 

④ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額と見積残存価額の合計額

からリース物件の購入価額を控除した額

を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。 

④ 利息相当額の算定方法 

同左 

④ 利息相当額の算定方法 

同左 

────── （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りませんので、項目等の記載は省略して

おります。 

────── 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

（注）１ 有価証券の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、中間連結会計期間末における時価

が取得原価に比べ50％以上下落した場合に減損処理を行っております。 

また、中間連結会計期間末における時価の下落率が取得原価の概ね30％～50％未満であるときは、その銘柄に

ついて回復可能性を検討し、回復可能性がないと判断した場合は減損処理を行っております。 

２ 「社債」には複合金融商品が含まれており、その評価差額△０百万円は当中間連結損益計算書の営業外費用に

計上しております。 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1) 国債・地方債等 199 199 △0 

(2) 社債 1,000 1,000 － 

(3) その他 200 204 4 

合計 1,399 1,404 4 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1) 株式 1,796 3,062 1,266 

(2) 社債 500 499 △0 

(3) その他 656 667 10 

合計 2,953 4,230 1,276 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1) 満期保有目的の債券  

コマーシャルペーパー 7,695 

貸付債権信託受益権 2,500 

小計 10,195 

(2) その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 444 

マネーマネジメントファンド 5,317 

フリーファイナンシャルファンド 50 

小計 5,811 

(3) 子会社株式及び関連会社株式 728 

小計 728 

合計 16,735 



当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 有価証券の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、中間連結会計期間末における時価

が取得原価に比べ50％以上下落した場合に減損処理を行っております。 

また、中間連結会計期間末における時価の下落率が取得原価の概ね30％～50％未満であるときは、その銘柄に

ついて回復可能性を検討し、回復可能性がないと判断した場合は減損処理を行っております。 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1) 国債・地方債等 99 99 △0 

(2) その他 200 202 2 

合計 299 302 2 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1) 株式 1,797 4,810 3,012 

(2) その他 454 527 73 

合計 2,252 5,338 3,085 

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1) 満期保有目的の債券  

コマーシャルペーパー 4,596 

貸付債権信託受益権 1,000 

小計 5,596 

(2) その他有価証券  

非上場株式 720 

マネーマネジメントファンド 2,610 

フリーファイナンシャルファンド 50 

小計 3,380 

(3) 子会社株式及び関連会社株式 797 

小計 797 

合計 9,774 



前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 有価証券の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、連結会計年度末における時価が取

得原価に比べ50％以上下落した場合に減損処理を行っております。 

また、連結会計年度末における時価の下落率が取得原価の概ね30％～50％未満であるときは、その銘柄につい

て回復可能性を検討し、回復可能性がないと判断した場合は減損処理を行っております。 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1) 国債・地方債等 99 99 △0 

(2) 社債 100 100 － 

(3) その他 200 203 3 

合計 399 403 3 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1) 株式 1,797 3,674 1,877 

(2) その他 555 583 27 

合計 2,352 4,257 1,904 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1) 満期保有目的の債券  

コマーシャルペーパー 6,198 

小計 6,198 

(2) その他有価証券  

非上場株式 748 

マネーマネジメントファンド 3,109 

フリーファイナンシャルファンド 50 

小計 3,908 

(3) 子会社株式及び関連会社株式 928 

小計 928 

合計 11,034 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

２ 契約額等は、あくまでも計算上の想定元本であり、この金額自体が、デリバティブ取引に係る市場リスク料

を示すものではありません。 

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

２ 契約額等は、あくまでも計算上の想定元本であり、この金額自体が、デリバティブ取引に係る市場リスク料

を示すものではありません。 

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

２ 契約額等は、あくまでも計算上の想定元本であり、この金額自体が、デリバティブ取引に係る市場リスク料

を示すものではありません。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 スワップ取引 1,000 △96 7 

金利 キャップ取引 4,000 0 △0 

合計 5,000 △96 7 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 スワップ取引 1,000 △73 16 

合計 1,000 △73 16 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 スワップ取引 1,000 △90 14 

金利 キャップ取引 4,000 － △0 

合計 5,000 △90 14 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 当社及び連結子会社の事業区分については、製造から販売までの一連の企業活動における密接な関係のある

分野につきましては、同一の事業区分として取り扱った上で、医療用医薬品を中心とする「医薬品事業」と

「その他事業」に分類した結果、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「医薬品事業」

の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

 なお、前連結会計年度まで事業区分として「医薬品事業」、「工業薬品事業」、「ヘルスケア事業」及び

「その他事業」に分類してセグメントの判定を行っておりましたが、当中間連結会計期間において「工業薬品

事業」、「ヘルスケア事業」について、事業の大幅な縮小を行ったことから、全セグメントにおける売上高、

営業利益に占める割合が些少となったため「その他事業」に含めてセグメントの判定を行っております。 

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 当社及び連結子会社の事業区分については、製造から販売までの一連の企業活動における密接な関係のある

分野につきましては、同一の事業区分として取り扱った上で、医療用医薬品を中心とする「医薬品事業」と

「その他事業」に分類した結果、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「医薬品事業」

の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社及び連結子会社の事業区分については、製造から販売までの一連の企業活動における密接な関係のある

分野につきましては、同一の事業区分として取り扱った上で、医療用医薬品を中心とする「医薬品事業」と

「その他事業」に分類した結果、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「医薬品事業」

の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

 なお、前連結会計年度まで事業区分として「医薬品事業」、「工業薬品事業」、「ヘルスケア事業」及び

「その他事業」に分類してセグメントの判定を行っておりましたが、当連結会計年度において「工業薬品事

業」、「ヘルスケア事業」について、事業の大幅な縮小を行ったことから、全セグメントにおける売上高、営

業利益に占める割合が些少となったため「その他事業」に含めてセグメントの判定を行っております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店はありませんので、所在地別セグメント情報は記載し

ておりません。 

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店はありませんので、所在地別セグメント情報は記載し

ておりません。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店はありませんので、所在地別セグメント情報は記載し

ておりません。 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）北米：アメリカ 

（２）欧州：スイス 

（３）アジア他：韓国、中国、バーミューダ（中南米） 

３．海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）北米：アメリカ 

（２）アジア他：韓国、中国、バーミューダ（中南米） 

３．海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）北米：アメリカ 

（２）欧州：スイス 

（３）アジア他：韓国、中国、バーミューダ（中南米） 

３．海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  北米 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,525 2,173 293 8,992 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       16,599 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
39.3 13.1 1.8 54.2 

  北米 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2 183 185 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     7,702 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
0.0 2.4 2.4 

  北米 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,530 2,173 441 9,145 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       24,746 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
26.4 8.8 1.8 37.0 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 180.74円

１株当たり中間純利益

金額 
23.59円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
21.82円

１株当たり純資産額 146.92円

１株当たり中間純損失

金額（△） 
△18.91円

１株当たり純資産額 162.33円

１株当たり当期純利益

金額 
3.37円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
3.32円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、ストッ

クオプション制度導入による新株予

約権を発行しておりますが、１株当

たり中間純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は 

１株当たり中間純損失金額 
      

中間（当期）純利益又は 

中間純損失（△）（百万円） 
4,638 △3,716 662 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円） 

4,638 △3,716 662 

期中平均株式数（千株） 196,586 196,476 196,558 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） 23 － 47 

（うち支払利息（税額相当額控除

後）） 
(23) (－) (47) 

（うち事務手数料（税額相当額控除

後）） 
(0) (－) (0) 

普通株式増加数（千株） 17,107 － 17,059 

（うち転換社債） (17,107) (－) (17,059) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

────── 新株予約権方式のスト

ックオプション 

定時株主総会決議日 

平成17年６月24日 

新株予約権 114千株 

────── 



（重要な後発事象） 

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 当社は、持分法適用関連会社であ

る大正富山医薬品㈱の財務基盤の安

定化を図るため、平成17年11月９日

に開催された取締役会にて、大正富

山医薬品㈱の増資（株主割当による

新株発行）を引き受けることを決議

し、下記のとおり払込を実施いたし

ました。 

(1) 新株の種類     普通株式 

(2) 引受新株の株数    9,000株 

(3) 引受価額（１株当たり） 

            100,000円 

(4) 引受総額      900百万円 

(5) 払込期日  平成17年11月22日 

当社は、平成17年５月１日より従

業員の退職後の生活の安定並びに退

職給付債務削減による財務体質改善

のため、現行の退職金制度を一部変

更し、確定拠出年金制度（前払い退

職金制度含む）を導入いたします。 

○導入の目的 

社会保障制度の構造改革が進展

するなか、昨年６月に年金改革法

案が国会を通過、10月より施行さ

れ、今後は、益々自己責任による

老後資金の準備が必要とされてま

いります。 

このような環境下で、①財務の

視点からは、退職給付債務の削

減、拠出金の損金算入による節

税、②人事の視点からは、60歳代

前半の所得確保（年金受給年齢の

引き上げ対応）、従業員の自助努

力の助長を目的としております。 

○制度の内容 

１．制度改定の骨子 

・退職一時金と確定拠出年金の

給付額合計を、現行退職金制

度と同等の水準とする。 

・将来勤務に係る部分の３割を

確定拠出年金へ移行し、過去

分は移行しない。 

・確定拠出年金制度上の想定利

回りは2.0％とする。 

２．導入時期 

・平成17年５月１日 

○管理機関 

・運営管理機関 

ジャパン・ペンション・ナ

ビゲーター株式会社 

・資産管理機関 

三井アセット信託銀行株式

会社 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

科目 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  10,910   4,453   7,060   

２．受取手形  162   82   169   

３．売掛金  2,944   2,506   2,508   

４．有価証券  17,263   8,356   9,557   

５．たな卸資産  9,704   7,921   8,217   

６．その他  1,792   2,102   2,291   

貸倒引当金  △3   △6   △6   

流動資産合計   42,774 56.4  25,416 41.5  29,798 46.4

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
２          

(1) 建物  7,638   7,118   7,470   

(2) 機械及び装置  1,075   1,327   1,250   

(3) 土地  12,794   12,644   12,727   

(4) その他  1,038   1,136   1,094   

有形固定資産合計  22,547   22,226   22,543   

２．無形固定資産  723   486   599   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  5,552   7,435   6,383   

(2) 繰延税金資産  1,082   83   561   

(3) その他  3,509   5,843   4,572   

貸倒引当金  △322   △264   △254   

投資その他の資産
合計  9,821   13,098   11,262   

固定資産合計   33,092 43.6  35,812 58.5  34,404 53.6

Ⅲ 繰延資産   16 0.0  － －  － －

資産合計   75,883 100.0  61,228 100.0  64,203 100.0

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  1,678   1,551   1,909   

２．買掛金  682   644   897   

３．短期借入金 ※２ 4,100   －   4,100   

４．一年以内償還予定
の転換社債  7,941   －   －   

５．一年以内返済予定
の長期借入金 

※２ 256   72   200   

６．未払法人税等  85   61   131   

７．賞与引当金  228   236   219   

８．返品調整引当金  3   4   6   

９．その他  809   1,133   1,204   

流動負債合計   15,785 20.8  3,704 6.0  8,668 13.5

 



  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

科目 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 9,388   14,553   9,473   

２．再評価に係る繰延
税金負債  2,468   2,427   2,450   

３．退職給付引当金  11,875   7,920   7,795   

４．役員退職慰労引当
金  641   －   641   

５．長期未払金  －   3,505   3,121   

６．その他  53   164   207   

固定負債合計   24,427 32.2  28,572 46.7  23,689 36.9

負債合計   40,213 53.0  32,276 52.7  32,357 50.4

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   22,397 29.5  22,400 36.6  22,400 34.9

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  21,531   21,533   21,533   

２．その他資本剰余金  0   －   －   

資本剰余金合計   21,531 28.4  21,533 35.2  21,533 33.5

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  1,957   1,957   1,957   

２．任意積立金  1,693   1,693   1,693   

３．中間（当期）未処
理損失（△）  △10,869   △18,559   △15,013   

利益剰余金合計   △7,218 △9.5  △14,908 △24.3  △11,362 △17.7

Ⅳ 土地再評価差額金   △1,565 △2.1  △1,621 △2.6  △1,592 △2.5

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   760 1.0  1,837 3.0  1,134 1.8

Ⅵ 自己株式   △235 △0.3  △289 △0.6  △268 △0.4

資本合計   35,670 47.0  28,952 47.3  31,845 49.6

負債・資本合計   75,883 100.0  61,228 100.0  64,203 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

科目 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※１  15,674 100.0  6,612 100.0  22,794 100.0

Ⅱ 売上原価   5,667 36.2  5,066 76.6  11,314 49.6

売上総利益   10,007 63.8  1,545 23.4  11,479 50.4

返品調整引当金繰入
額   － －  － －  2 0.1

返品調整引当金戻入
額   0 0.0  1 0.0  － －

差引売上総利益   10,007 63.8  1,547 23.4  11,477 50.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   4,601 29.4  4,492 67.9  8,896 39.0

営業利益又は損失
（△）   5,406 34.4  △2,945 △44.5  2,581 11.3

Ⅳ 営業外収益 ※２  280 1.8  202 3.1  302 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※３  461 2.9  479 7.3  1,684 7.4

経常利益又は損失
（△）   5,225 33.3  △3,222 △48.7  1,199 5.2

Ⅵ 特別利益 ※４  － －  0 0.0  940 4.1

Ⅶ 特別損失 
※５ 
 ６  59 0.4  358 5.5  1,173 5.1

税引前中間（当
期）純利益又は中
間純損失（△） 

  5,165 32.9  △3,580 △54.2  966 4.2

法人税、住民税及び
事業税  6   0   12   

法人税等調整額  584 591 3.7 △6 △6 △0.1 549 561 2.4

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

  4,574 29.2  △3,574 △54.1  404 1.8

前期繰越損失
（△）   △15,443   △15,013   △15,443  

土地再評価差額金
取崩額   －   29   26  

自己株式処分差損   －   0   1  

中間（当期）未処
理損失（△）   △10,869   △18,559   △15,013  

           



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

…定額法による償却原価法 

満期保有目的の債券 

…同左 

満期保有目的の債券 

…同左 

 子会社株式及び関連会社株式 

…移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

…同左 

子会社株式及び関連会社株式 

…同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

…中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算出しております） 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定すること

ができない複合金融商品

は、全体を時価評価し、

評価差額を当中間連結会

計期間の損益に計上して

おります。 

時価のあるもの 

…中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算出しております） 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算出しており

ます） 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定すること

ができない複合金融商品

は、全体を時価評価し、

評価差額を当事業年度の

損益に計上しておりま

す。 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

…同左 

時価のないもの 

…同左 

 (2) デリバティブ 

…時価法（ただし、特例処理

の要件を満たしている場合

には、ヘッジ手段について

時価評価をしておりませ

ん） 

(2) デリバティブ 

…同左 

(2) デリバティブ 

…同左 

 (3) たな卸資産 (3) たな卸資産 (3) たな卸資産 

 製品・商品 

半製品・仕掛品・原材料 

…総平均法による原価法 

製品・商品 

半製品・仕掛品・原材料 

…同左 

製品・商品 

半製品・仕掛品・原材料 

…同左 

 貯蔵品 

…最終仕入原価法 

貯蔵品 

…同左 

貯蔵品 

…同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

…定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（附属設

備を除く）については、定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

(1) 有形固定資産 

…同左 

(1) 有形固定資産 

…同左 

 建物 ３～50年

機械及び装置 ２～15年

  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (2) 無形固定資産 

…定額法 

ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、社

内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法

によっております。 

(2) 無形固定資産 

…同左 

(2) 無形固定資産 

…同左 

 (3) 長期前払費用 

…均等償却 

(3) 長期前払費用 

…同左 

(3) 長期前払費用 

…同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えて、一

般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えて、

支給見込額に基づき計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 返品調整引当金 

中間会計期間末日後の返品損

失に備えて、当中間会計期間

末売掛債権額（債権譲渡額含

む）に対し、直近18ヶ月にお

ける返品率及び当中間会計期

間の売買利益率を乗じた金額

を計上しております。 

(3) 返品調整引当金 

同左 

(3) 返品調整引当金 

期末日後の返品損失に備え

て、期末売掛債権額（債権譲

渡額含む）に対し、直近２期

における返品率及び当期の売

買利益率を乗じた金額を計上

しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。な

お、数理計算上の差異は、各

期の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しておりま

す。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。な

お、数理計算上の差異は、各

期の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（11年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しておりま

す。 

（追加情報） 

従来、数理計算上の差異の処

理年数は12年としておりまし

たが、従業員の平均残存勤務

期間が短縮されたため当中間

会計期間より11年に変更して

おります。なお、この変更に

伴う売上総利益以下の各損益

に与える影響は軽微でありま

す。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務の見込額に基づき計上し

ております。なお、数理計算

上の差異は、各期の発生時の

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（12年）によ

る定額法により、それぞれ発

生の翌期から費用処理してお

ります。 

また、過去勤務債務は、その

発生した期に一括して処理し

ております。 

（追加情報） 

①当社は販売会社である大正

富山医薬品㈱への出向者のう

ち、営業部門員（438名）を平

成17年４月１日付で同社に転

籍いたしました。この転籍は

「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）の「大

量退職」に該当し、退職給付

制度の一部終了に準じて処理

を行っております。なお、転

籍者に係る退職給付引当金取

崩益 121百万円は特別利益に

計上しております。 

②従来、数理計算上の差異の

処理年数は12年としておりま

したが、従業員の平均残存勤

務期間が短縮されたため11年

に変更しております。なお、

この変更は翌期以降の数理計

算上の差異の費用処理から適

用することとしております。 

③当社は平成17年５月１日付

で従来の退職一時金制度及び

厚生年金基金制度から、将来

勤務分より退職一時金制度の

一部を確定拠出年金制度へ移

行しております。本移行に伴

う処理については、「退職給

付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用してお

り、これに伴い発生した過去

勤務債務処理額804百万円は特

別利益に計上しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支出に備え

て、役員退職慰労金規定に基

づく必要額を計上することと

しておりますが、報酬委員会

の決議により、当中間会計期

間は算定期間に含めず計上し

ておりません。 

(5) 役員退職慰労引当金 

平成17年６月24日開催の定時

株主総会において、役員報酬

制度の見直しを行い、役員退

職慰労金制度を廃止し、これ

に代わる措置として株式報酬

型ストック・オプション制度

を導入しました。これに伴

い、過年度の役員退職慰労引

当金は、報酬委員会の決議に

より確定した金額を、固定負

債の「長期未払金」に含めて

表示しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支出に備え

て、役員退職慰労金規定に基

づく必要額を計上することと

しておりますが、報酬委員会

の決議により、当事業年度分

は算定期間に含めず計上して

おりません。 

４ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間会計

期間末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は当中間会

計期間の損益として処理しており

ます。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は当期の損益として

処理しております。 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

為替予約取引については振当

処理を採用しております。 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理を採用

しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

……繰延ヘッジ処理 

なお、振当処理の要件を満た

している為替予約取引につい

ては振当処理を採用しており

ます。 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理を採用

しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

……同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ・ヘッジ手段 

……金利スワップ取引及び為

替予約取引 

・ヘッジ手段 

……同左 

・ヘッジ手段 

……同左 

 ・ヘッジ対象 

……キャッシュ・フローが固

定され、その変動が回避

されるもの（変動金利の

借入金）及び相場変動等

による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に

反映されていないもの 

・ヘッジ対象 

……同左 

・ヘッジ対象 

……同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (3) ヘッジ方針 

内部規定である「ヘッジ実施

管理規定」に基づき、ヘッジ

対象に係る金利変動リスク及

び為替相場変動リスクをヘッ

ジしております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性の評価方法 

内部規定である「ヘッジ実施

管理規定」に基づき、ヘッジ

有効性の評価を行っておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

(4) ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

 ・為替予約取引 

ヘッジ対象とヘッジ手段の通

貨の種類、期日、金額等の重

要な条件が同一であり、高い

相関関係があると考えられる

ため、有効性の判定を省略し

ております。 

・為替予約取引 

同左 

・為替予約取引 

同左 

 ・金利スワップ取引 

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

・金利スワップ取引 

同左 

・金利スワップ取引 

同左 

７ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は相殺し、未払消費税

等として流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 (2) 繰延資産の処理方法 (2)    ────── (2) 繰延資産の処理方法 

 ・新株発行費 

……商法施行規則の規定に基

づき３年間で均等償却し

ております。 

 ・新株発行費 

……商法施行規則の規定に基

づき３年間で均等償却し

ております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

追加情報 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

固定資産の減損に係る会計

基準 

───── 当中間会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前

中間純損失は358百万円増加して

おります。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております。 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── ──────  （外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当期から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号）

に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が121百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ同額減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

39,814百万円 40,211百万円 39,972百万円 

※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 

建物 858百万円 

機械及び装置 89百万円 

土地 5,479百万円 

その他の 

有形固定資産 
14百万円 

計 6,441百万円 

（上記のうち工場財団設定分） 

建物 141百万円 

機械及び装置 88百万円 

土地 1,434百万円 

その他の 

有形固定資産 
13百万円 

計 1,677百万円 

（上記提供資産に対する債務） 

短期借入金 3,150百万円 

１年以内返済予

定の長期借入金 
256百万円 

長期借入金 8,072百万円 

計 11,478百万円 

建物 803百万円 

機械及び装置 88百万円 

土地 5,479百万円 

その他の 

有形固定資産 
13百万円 

計 6,385百万円 

（上記のうち工場財団設定分） 

建物 131百万円 

機械及び装置 88百万円 

土地 1,434百万円 

その他の 

有形固定資産 
12百万円 

計 1,665百万円 

（上記提供資産に対する債務） 

短期借入金    － 

１年以内返済予

定の長期借入金 
72百万円 

長期借入金 8,000百万円 

計 8,072百万円 

建物 829百万円 

機械及び装置 89百万円 

土地 5,479百万円 

その他の 

有形固定資産 
13百万円 

計 6,411百万円 

（上記のうち工場財団設定分） 

建物 136百万円 

機械及び装置 88百万円 

土地 1,434百万円 

その他の 

有形固定資産 
12百万円 

計 1,671百万円 

（上記提供資産に対する債務） 

短期借入金 3,150百万円 

１年以内返済予

定の長期借入金 
200百万円 

長期借入金 8,000百万円 

計 11,350百万円 

３ 保証債務 ３      ────── ３ 保証債務 

(1) 子会社である北陸メディカルサービ

ス㈱のリース取引に関して24百万円

の保証を行っております。 

 (1) 子会社である北陸メディカルサービ

ス㈱のリース取引に関して12百万円

の保証を行っております。 

(2) ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニ

アリングの借入金に対する金融機関

の保証に関して、115百万円の再保

証を行っております。 

 (2) 子会社である㈱ホワイトピーアール

の買掛金に関して、４百万円の保証

を行っております。 

４      ────── ４ 運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行８行とコミットメントライン契

約（期間３年）を締結しております。

これら契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

コミットメント 

の総額 
3,800百万円 

借入実行残高    － 

差引額 3,800百万円 

４      ────── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 売上高のうち主要なもの ※１ 売上高のうち主要なもの ※１ 売上高のうち主要なもの 

技術料売上高 8,746百万円 医薬品売上高 6,581百万円 技術料売上高 8,760百万円 

※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 13百万円 

受取配当金 17百万円 

有価証券利息 16百万円 

為替差益 135百万円 

受取利息 19百万円 

受取配当金 18百万円 

有価証券利息 21百万円 

為替差益 84百万円 

受取利息 51百万円 

受取配当金 65百万円 

有価証券利息 37百万円 

※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 182百万円 

社債利息 39百万円 

支払利息 228百万円 支払利息 348百万円 

社債利息 79百万円 

※４ 特別利益の内訳 ※４ 特別利益の内訳 ※４ 特別利益の内訳 

────── 貸倒引当金戻入

額 
0百万円 

過去勤務債務処

理額 
804百万円 

転籍者に係る退

職給付引当金取

崩益 

121百万円 

固定資産売却益 14百万円 

※５ 特別損失の内訳 ※５ 特別損失の内訳 ※５ 特別損失の内訳 

固定資産評価損 59百万円 減損損失 358百万円 厚生年金基金脱

退時特別掛金 
978百万円 

転籍に伴う割増

退職金 
117百万円 

固定資産売却損 77百万円 

 



前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※６     ────── ※６ 減損損失 

当中間会計期間において、以下の

資産グループについて減損損失を計

上いたしました。 

管理会計上、継続的に収支の把握

を行っている事業部門単位にてグル

ーピングを行っており、賃貸資産及

び事業の用に直接供していない遊休

資産については個別物件単位にグル

ーピングしております。 

事業用資産については減損の兆候

はありませんでしたが、上記の資産

グループについては、遊休状態であ

り今後の使用見込みも未確定なた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（358

百万円）として特別損失に計上いた

しました。 

その内訳は、建物218百万円、機

械及び装置70百万円、土地68百万

円、その他の有形固定資産１百万円

であります。 

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、土地及び建物について重要性

のあるものについては不動産鑑定士

による鑑定評価額に基づき評価して

おります。 

場所 用途 種類 

長野県 

小県郡 

保養 

施設 
土地、建物等 

富山県 

富山市他 

研修 

施設他 

土地、建物、

機械装置等 

※６     ────── 

 ７ 減価償却実施額  ７ 減価償却実施額  ７ 減価償却実施額 

有形固定資産 495百万円 

無形固定資産 205百万円 

有形固定資産 393百万円 

無形固定資産 152百万円 

有形固定資産 898百万円 

無形固定資産 358百万円 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
機械及び

装置 

(百万円) 
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円) 

 
無形固定

資産 

(百万円)
 

合計 

(百万円) 

取得価額

相当額 
 5,443 187 19 5,650

減価償却

累計額 

相当額 
 2,557 96 17 2,672

中間期末

残高相当

額 
 2,885 90 1 2,977

  
機械及び

装置 

(百万円) 
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円) 

 
合計 

(百万円) 

取得価額

相当額 
 5,277 211 5,488

減価償却

累計額 

相当額 
 3,097 69 3,166

中間期末

残高相当

額 
 2,180 142 2,322

  
機械及び

装置 

(百万円) 
 

その他の

有形固定

資産 

(百万円) 

 
無形固定

資産 

(百万円)
 

合計 

(百万円)

取得価額

相当額 
 5,395 262 6 5,664

減価償却

累計額 

相当額 
 2,827 95 6 2,929

期末残高

相当額 
 2,568 166 0 2,735

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 680百万円 

１年超 2,448百万円 

合計 3,129百万円 

１年以内 647百万円 

１年超 1,885百万円 

合計 2,533百万円 

１年以内 674百万円 

１年超 2,204百万円 

合計 2,878百万円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 350百万円 

減価償却費相当額 303百万円 

支払利息相当額 39百万円 

支払リース料 384百万円 

減価償却費相当額 331百万円 

支払利息相当額 39百万円 

支払リース料 743百万円 

減価償却費相当額 650百万円 

支払利息相当額 86百万円 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

……リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零（残価保証の取り決めのある

ものについては当該残価保証額）と

する定額法によっております。 

・減価償却費相当額の算定方法 

……同左 

・減価償却費相当額の算定方法 

……同左 

・利息相当額の算定方法 

……リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については利

息法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

……同左 

・利息相当額の算定方法 

……同左 

────── （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ませんので、項目等の記載は省略しており

ます。 

────── 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在） 

 時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

 時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 



（重要な後発事象） 

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 関連会社である大正富山医薬品㈱

の財務基盤の安定化を図るため、平

成17年11月９日に開催された取締役

会にて、大正富山医薬品㈱の増資

（株主割当による新株発行）を引き

受けることを決議し、下記のとおり

払込を実施いたしました。 

(1) 新株の種類     普通株式 

(2) 引受新株の株数    9,000株 

(3) 引受価額（１株当たり） 

            100,000円 

(4) 引受総額      900百万円 

(5) 払込期日  平成17年11月22日 

当社は、平成17年５月１日より従

業員の退職後の生活の安定並びに退

職給付債務削減による財務体質改善

のため、現行の退職金制度を一部変

更し、確定拠出年金制度（前払い退

職金制度含む）を導入いたします。 

○導入の目的 

社会保障制度の構造改革が進展

するなか、昨年６月に年金改革法

案が国会を通過、10月より施行さ

れ、今後は、益々自己責任による

老後資金の準備が必要とされてま

いります。 

このような環境下で、①財務の

視点からは、退職給付債務の削

減、拠出金の損金算入による節

税、②人事の視点からは、60歳代

前半の所得確保（年金受給年齢の

引き上げ対応）、従業員の自助努

力の助長を目的としております。 

○制度の内容 

１．制度改定の骨子 

・退職一時金と確定拠出年金の

給付額合計を、現行退職金制

度と同等の水準とする。 

・将来勤務に係る部分の３割を

確定拠出年金へ移行し、過去

分は移行しない。 

・確定拠出年金制度上の想定利

回りは2.0％とする。 

２．導入時期 

・平成17年５月１日 

○管理機関 

・運営管理機関 

ジャパン・ペンション・ナ

ビゲーター株式会社 

・資産管理機関 

三井アセット信託銀行株式

会社 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第106期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月27日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成16年12月10日 

富山化学工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 桃崎 有治   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中井 新太郎   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富山化

学工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、富山化学工業株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年12月９日 

富山化学工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 桃崎 有治   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中井 新太郎   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富山化

学工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、富山化学工業株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から

固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成16年12月10日 

富山化学工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 桃崎 有治   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中井 新太郎   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富山化

学工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第106期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、富山化学工業株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年12月９日 

富山化学工業株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 桃崎 有治   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中井 新太郎   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富山化

学工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第107期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、富山化学工業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から固定資産

の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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